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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　静磁場を発生する中空の略円筒形状を有する磁石と傾斜磁場コイルとを有する架台と、
　パルスシーケンスの制御を実行する処理回路が設けられた計算部と、
　前記架台と着脱可能であり、被検体を載置する天板および当該天板が載置される載置部
を有する寝台と、
　前記計算部に設けられ、磁気共鳴イメージングに関する検査情報を記憶する記憶回路と
、
　前記計算部に設けられた第１の通信回路と、
　前記寝台に設けられ、前記第１の通信回路と無線通信を行う第２の通信回路と、
　前記寝台の前記載置部に設けられ、前記無線通信によって前記第２の通信回路を介して
前記計算部から受信された前記検査情報を表示するモニターと、
　を具備し、
　前記寝台は前記天板を前記磁石の中空領域に移動させることが可能であり、
　前記モニターは、前記架台と前記寝台が接続された状態において、前記天板が前記中空
領域に移動する方向に関して、前記中空領域とは反対側に設けられる、
磁気共鳴イメージング装置。
【請求項２】
　前記第１の通信回路と前記第２の通信回路とは、撮像室の防電磁加工の施されたシール
ド壁を透過可能な所定の周波数帯チャネルにおいて前記無線通信を行う請求項１記載の磁
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気共鳴イメージング装置。
【請求項３】
　前記記憶回路は、検査日時と、患者番号と、前記被検体の性別と、前記被検体の氏名と
、前記被検体の生年月日と、前記被検体の身長と、前記被検体の体重と、検査部位と、挿
入方向と、体位と、生体信号同期の有無及び種類と、造影剤使用の有無及び種類とのうち
少なくとも一つを、前記検査情報として記憶する請求項１又は２記載の磁気共鳴イメージ
ング装置。
【請求項４】
　前記記憶回路は、使用する受信コイルと、前記受信コイルの装着位置とのうち少なくと
も一つを、前記検査情報として記憶する請求項１乃至３のうちいずれか１項に記載の磁気
共鳴イメージング装置。
【請求項５】
　前記第１の通信回路は、前記磁気共鳴イメージングの撮像進捗情報を、前記第２の通信
回路に送信する請求項１乃至４のうちいずれか１項に記載の磁気共鳴イメージング装置。
【請求項６】
　前記架台に設けられ、前記無線通信によって前記第１の通信回路を介して受信された前
記被検体の生体情報及び前記磁気共鳴イメージングの事前準備にかかる進捗情報のうち少
なくとも一方を表示し、前記モニターとは異なるモニターを更に具備する請求項１乃至３
のうちいずれか一項記載の磁気共鳴イメージング装置。
【請求項７】
　前記寝台に設けられ、前記寝台に載置された前記被検体より前記生体情報を取得する生
体情報取得回路を、更に具備する請求項６記載の磁気共鳴イメージング装置。
【請求項８】
　前記寝台に設けられた投光器を更に具備する請求項６又は７記載の磁気共鳴イメージン
グ装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、磁気共鳴イメージング装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　磁気共鳴イメージング（ＭＲＩ：Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇｉ
ｎｇ）装置は、医用画像診断の分野で広く普及している。ＭＲＩとは、磁気共鳴現象に基
づく撮像法であって、静磁場が形成された空間に置かれた被検体が有する原子核（１Ｈ等
）スピンを、ラーモア周波数のＲＦ（Ｒａｄｉｏ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）信号で磁気的に
励起し、当該励起に伴って発生する磁気共鳴（ＭＲ：Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎ
ｃｅ）信号から、画像を再構成する撮像法である。
【０００３】
　従来は、磁気共鳴イメージング装置であって、静磁場磁石等を有する架台と被検体を載
置する寝台とが一体となったモデルが使用されていた。一方近年より、磁気共鳴イメージ
ング装置であって、静磁場磁石等を有する架台（又はガントリー）から着脱且つ移動可能
な寝台（ドッカブル寝台）を備えるモデルも普及し始めている。またこれに関連して、被
検体の磁気共鳴イメージング画像を撮像する際に、撮像室外で、検査前に被検体を寝台の
天板上に載置し、検査の準備を事前に行うことを可能とした磁気共鳴イメージング装置が
登場している。
【０００４】
　ところで、磁気共鳴イメージング装置の本体における記憶部（記憶回路）には、被検体
の検査情報が記憶されている。そして、被検体の挿入方向、体位、及び使用する受信コイ
ル等を検査に応じて適切に設定するためには、当該記憶部に記憶されている当該被検体の
検査情報を、磁気共鳴イメージング装置におけるコンソールを介して取得する必要がある
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。しかしながら当該設定（事前準備）は、例えばＸ線コンピュータ断層撮影装置に必要な
事前設定に比して、より時間を要するものである。
【０００５】
　ドッカブル寝台を備えるモデルでは、医師等の操作者は、一度操作室内に入って所望の
検査情報を取得し、更に撮像室外において当該検査情報（例えば紙面に印刷された検査情
報）を参照しながら、被検体の挿入方向、体位、及び使用する受信コイル等を検査に応じ
て適切に設定しなければならない。このような手順は効率的ではなく、また場合によって
は現在実行中の検査の妨げになる可能性もある。
【０００６】
　以上のような問題に際して、より効率的に磁気共鳴イメージングに係る事前準備を行う
ことを可能とする技術が求められている。なお、係る要望は必ずしもドッカブル寝台を備
えるモデルに限られるものではなく、例えば、架台と寝台とが一体となった従来のモデル
においてもより効率的に事前準備を行うことを可能とする技術が同様に求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１４－２８１３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　目的は、医師等の操作者が磁気共鳴イメージング撮像を効率的に行うことを可能とする
磁気共鳴イメージング装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置は、架台と、計算部と、寝台と、記憶回路と
、第１の通信回路と、第２の通信回路と、モニターと、を具備する。架台は、静磁場を発
生する中空の略円筒形状を有する磁石と傾斜磁場コイルとを有する。計算部は、パルスシ
ーケンスの制御を実行する処理回路を有する。寝台は、架台と着脱可能であり、被検体を
載置する天板および当該天板が載置される載置部を有する。記憶回路は、計算部に設けら
れ、磁気共鳴イメージングに関する検査情報を記憶する。第１の通信回路は、計算部に設
けられる。第２の通信回路は、寝台に設けられ、第１の通信回路と無線通信を行う。モニ
ターは、寝台に設けられ、無線通信によって第２の通信回路を介して計算部から受信され
た検査情報を表示する。寝台は、天板を磁石の中空領域に移動させることが可能である。
また、モニターは、架台と寝台が接続された状態において、天板が中空領域に移動する方
向に関して、中空領域とは反対側に設けられる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置を示すブロック図であ
る。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置における寝台が有する
寝台計算機を示す図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置における寝台が架台と
接続されている状態を上方から見た平面図であって、当該寝台が有する表示部の位置を示
す図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置を用いた磁気共鳴イメ
ージングにおいて、撮像室外にて寝台に載置された被検者に対する事前準備を行う動作の
流れを示すフローチャートである。
【図５】図５は、第２の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置を示すブロック図であ
る。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置における寝台が有する
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寝台計算機を示す図である。
【図７】図７は、第２の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置を用いた磁気共鳴イメ
ージングにおいて、撮像室外にて寝台に載置された被検者に対する事前準備を行う動作の
流れを示すフローチャートである。
【図８】図８は、第３の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置を示すブロック図であ
る。
【図９】図９は、第３の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置を用いた磁気共鳴イメ
ージングにおいて、撮像室外にて寝台に載置された被検者に対する事前準備を行う動作の
流れ一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しながら実施形態を説明する。
【００１２】
　［第１の実施形態］　
　図１は、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ａの一例を示すブロック図
である。
【００１３】
　磁気共鳴イメージング装置１ａは、本体計算機２（計算部）と寝台３ａと架台４ａと増
幅回路５０と電源回路５１と寝台制御部５２とを有する。
【００１４】
　本体計算機２は、主として磁気共鳴イメージング撮像に係るパルスシーケンスの制御を
実行する。ただしこの限りではない。本体計算機２は、処理部２０（処理回路）、記憶部
２１（記憶回路）、インターフェース部２２、入力部２３、表示部２４、及び通信部２５
（第１の通信回路）を有する。
【００１５】
　処理部２０は、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ａに関連する全体動
作の処理・制御を行う。処理部２０は、例えば不図示の中央処理装置（Ｃｅｎｔｒａｌ　
Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ：ＣＰＵ）である。処理部２０は、記憶部２１に記憶さ
れた所定のプログラムを読み出すことによって、例えばデータ収集機能、画像再構成機能
等の磁気共鳴イメージングに係る機能を実現する。
【００１６】
　なお、図１においては一の処理部２０としているが、実際は単一の処理部２０として実
施されてもよいし、機能ごとに複数の処理部２０を有するように実施されてもよい。また
それらの組合せであってもよい。
【００１７】
　記憶部２１は、磁気共鳴イメージングに係るプロトコル、当該プロトコルに含まれる複
数のパラメータ、当該パラメータの値の組合せ（撮像条件）、磁気共鳴イメージング画像
、磁気共鳴イメージングに係る機能（データ収集機能、画像再構成機能等）を処理部２０
により実現させるためのプログラム等を記憶する。また、記憶部２１は、磁気共鳴イメー
ジングを受ける被検体に関する検査情報を記憶する。なお、検査情報としては、検査日時
、患者番号（ＩＤ）、性別、氏名、生年月日、身長、体重、検査部位、挿入方向、体位、
使用する受信コイル（ＲＦ送受信コイル４２）、受信コイルの装着位置、生体信号同期の
有無／種類、及び造影剤使用の有無／種類等が挙げられる。ただしこの限りではない。
【００１８】
　記憶部２１は、例えばハードディスクドライブ（Ｈａｒｄ　Ｄｉｓｋ　Ｄｒｉｖｅ：Ｈ
ＤＤ）又はソリッドステートドライブ（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｄｒｉｖｅ：ＳＳＤ）
等のストレージデバイスとして実施される。また記憶部２１は、プログラムの演算に係る
一時的に必要な情報（引数、配列等）を記憶するランダムアクセスメモリ（Ｒａｎｄｏｍ
　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ：ＲＡＭ）等のメモリとしても実施される。
【００１９】
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　インターフェース部２２は、本体計算機２と他の機器を接続するための回路である。第
１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ａにおいて、インターフェース部２２は
、増幅回路５０と寝台制御部５２と接続されている。また、傾斜磁場を発生させるための
電気信号の送信と、ＲＦパルスを発生させるための電気信号の送受信とに係るシーケンス
を制御する不図示のシーケンスコントローラが接続されることが好適である。かかる場合
、シーケンスコントローラは決められたタイミングで、トリガを接続先に送信する。
【００２０】
　入力部２３は、例えば、スイッチボタン、マウス、キーボード等のユーザインターフェ
ースを介して、医師等の操作者の命令を受け付ける。当該命令は、処理部２０に転送され
る。処理部２０は当該命令に応じて、所定の制御や演算を実行する。
【００２１】
　表示部２４は、グラフィカルユーザインターフェース（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅｒ
　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ：ＧＵＩ）の画面を表示する。表示部２４は、例えばＣＲＴディス
プレイ、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ及びプラズマディスプレイ等の表示デ
バイスとして実施される。当該表示デバイスは、処理部２０による所定の制御に応答して
、例えば、ＧＵＩの画面上に、記憶部２１に記憶された磁気共鳴イメージング画像（ＭＲ
Ｉ画像）を表示する。或いは、表示部２４に関連して、上記表示デバイスにおける表示画
面等を印刷可能な不図示のプリンタを適宜利用されてもよい。
【００２２】
　通信部２５（第１の通信回路）は、寝台に設けられた後述の寝台計算機３０（特に図２
における通信部３０４）と双方向に無線通信を行う。
【００２３】
　なお、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ａは、記録メディアの読み込
み及び記録メディアへの情報の書き込みを行う不図示の読み書き部を有してもよい。記録
メディアは、リムーバブルメディア（Ｒｅｍｏｖａｂｌｅ　Ｍｅｄｉａ）であれば、どの
ようなメディアであってもよい。例えば、記録メディアが光学メディア（ＣＤ：Ｃｏｍｐ
ａｃｔ　Ｄｉｓｃ、ＤＶＤ：Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ　Ｄｉｓｃ等）である
場合、読み書き部は、光学ドライブとして実施される。或いは、記録メディアが光磁気メ
ディア（ＭＯディスク：Ｍａｇｎｅｔｏ－Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｄｉｓｃ）である場合、読み
書き部は、光磁気ドライブとして実施される。　
　読み書き部は、記憶部２１に記憶されている磁気共鳴イメージング画像を記録メディア
に移動又は複製することができる。また、読み書き部は、記録メディアに記憶されている
磁気共鳴イメージング画像を記憶部２１に移動又は複製することができる。
【００２４】
　寝台３ａは、架台４ａと着脱且つ移動可能な寝台（ドッカブル寝台）である。寝台３ａ
は、寝台計算機３０（情報処理ユニット）、載置部３２、天板３３、昇降機構３４、ベー
ス３５、及びキャスター３６を有する。なお、寝台計算機３０に関しては、図２を用いて
後に詳述する。
【００２５】
　載置部３２は、当該上部に天板３３を有する。被検体は、天板３３に載置される。天板
３３は、例えば不図示の電磁モータにより駆動され、長手方向に水平移動する。
【００２６】
　昇降機構３４は、ベース３５の上部に設けられる。昇降機構３４は、例えば不図示の電
磁モータにより駆動され、昇降する。すなわち、載置部３２及び天板３３の高さは、昇降
機構３４の昇降に伴って、適宜調節がなされる。
【００２７】
　ベース３５は、上述の昇降機構３４を支持し、キャスター３６を有する。
【００２８】
　キャスター３６は、不図示のベアリングと車輪とを有する。キャスター３６を用いるこ
とで、医師等の操作者は、寝台３ａを移動させる。また、キャスター３６に例えば不図示
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の電磁モータにより動力を供給し、当該動力を用いた寝台３ａの移動又は移動の補助（パ
ワーアシスト）を可能に実施されてもよい。
【００２９】
　架台４ａは、静磁場磁石４０、傾斜磁場コイル４１、及びＲＦ送受信コイル４２を有す
る。
【００３０】
　静磁場磁石４０は、中空の略円筒形状を有し、略円筒内部に静磁場を発生する。発生さ
れた磁場において、特に均一度の良い空間領域が撮像に利用される。第１の実施形態に係
る磁気共鳴イメージング装置１ａにおいて、静磁場磁石４０は超伝導磁石であるとする。
しかしながら超電導磁石に限らず、永久磁石や常伝導磁石を用いて実施することもできる
。
【００３１】
　傾斜磁場コイル４１は、静磁場磁石４０の内側に取り付けられ、中空の略円筒形状に形
成されたコイルユニットである。増幅回路５０（後述の傾斜ドライバ）からの電気信号の
入力に応答して、傾斜磁場を形成する。当該傾斜磁場により、被検体内の原子核は、各原
子核の位置毎に、異なるラーモア周波数を有することになる。すなわち、当該ラーモア周
波数の違いにより、ＭＲ信号から、断面の位置情報を区別することが可能となる。
【００３２】
　なお、図中では簡単のために省略されているが、実際は、傾斜磁場コイル４１は互いに
直交するＸ、Ｙ、Ｚの各軸に対応する三のコイルが組み合わされて形成されている。当該
三のコイルは、Ｘ、Ｙ、Ｚの各軸に沿って、磁場強度が変化する傾斜磁場を形成する。
【００３３】
　当該形成されるＸ，Ｙ，Ｚ各軸の傾斜磁場は、例えば、スライス選択用傾斜磁場Ｇｓ、
位相エンコード用傾斜磁場Ｇｅ、及びリードアウト用傾斜磁場Ｇｒにそれぞれ対応してい
る。スライス選択用傾斜磁場Ｇｓは、任意に撮像断面を決めるために利用される。位相エ
ンコード用傾斜磁場Ｇｅは、空間的位置に応じて磁気共鳴信号の位相を変化させるために
利用される。リードアウト用傾斜磁場Ｇｒは、空間的位置に応じて磁気共鳴信号の周波数
を変化させるために利用される。
【００３４】
　ＲＦ送受信コイル４２は、増幅回路５０（後述のトランスミッタ）からの電気信号の入
力に応答して、ＲＦパルスを被検体に送信する。ＲＦパルスは、固有のラーモア周波数に
対応する被検体の原子核を励起させる。また、ＲＦ送受信コイル４２は、被検体有する原
子核が励起状態から元に戻る際に発生されるＭＲ信号を受信し、当該ＭＲ信号に基づく電
子信号（微弱）を増幅回路５０（後述のプリアンプ）に送信する。
【００３５】
　なおＲＦパルスの送受信について、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１
ａにおいては、一のコイルとして実施されているが、当該例に拘泥されず、例えば送信用
と受信用に、二のコイルとして実施されてもよい。
【００３６】
　増幅回路５０は、例えば傾斜ドライバ（傾斜磁場を発生させるための電気信号を増幅、
送信するアンプ）、トランスミッタ（ＲＦパルスを発生させるための電気信号を増幅、送
信するアンプ）、及びプリアンプ（ＭＲ信号に基づく電気信号を増幅、送信するアンプ）
として実施される。
【００３７】
　増幅回路５０（傾斜ドライバ）は、電源回路５１より供給される電圧を増幅し、傾斜磁
場コイル４１が傾斜磁場を発生するように電気信号を傾斜磁場コイルに送信する。なお、
当該傾斜磁場コイルへの電気信号の送信に際し、例えば不図示のシーケンスコントローラ
からのトリガに同期させることが好適である。
【００３８】
　増幅回路５０（トランスミッタ）は、電源回路５１から供給される電圧を増幅し、被検



(7) JP 6611484 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

体が有する原子核を励起させるＲＦパルスを発生させるための電気信号を、架台４ａにお
けるＲＦ送受信コイル４２に送信する。その後、ＲＦ送受信コイル４２は、増幅回路５０
（トランスミッタ）からの電気信号の入力に応答して、ＲＦパルスを被検体に送信する。
ＲＦパルスは、固有のラーモア周波数に対応する被検体の原子核を励起させる。
【００３９】
　増幅回路５０（プリアンプ）は、ＲＦ送受信コイル４２により受信された被検体有する
原子核が励起状態から元に戻る際に発生されるＭＲ信号に基づく電気信号（微弱）を増幅
し、本体計算機２におけるインターフェース部２２に送信する。
【００４０】
　なお、本体計算機２における処理部２０は、当該電気信号の受信を契機として、記憶部
２１に記憶されたデータ収集機能に係る所定のプログラムを読み出すことにより、当該電
気信号を記憶部２１に記憶させる（データ収集機能）。更に処理部２０は、画像再構成機
能に係る所定のプログラムを読み出すことにより、記憶部２１に記憶されているＭＲ信号
に対してフーリエ逆変換の演算を行い、当該ＭＲ信号から磁気共鳴イメージング画像を生
成する（画像再構成機能）。
【００４１】
　電源回路５１は、増幅回路５０に電圧を供給する。なお、図１においては一の電源回路
５１としているが、実際は単一の電源回路５１として実施されてもよいし、機能ごとに複
数の電源回路５１を有するように実施されてもよい。
【００４２】
　寝台制御部５２は、寝台３ａに接続され、寝台３ａに係る部分の駆動制御を行う。すな
わち寝台制御部５２は、寝台３ａにおける天板３３を長手方向に移動させる。また、寝台
制御部５２は、寝台３ａにおける昇降機構３４を上下方向に移動させ、載置部３２及び天
板３３の高さを調節する。
【００４３】
　続いて、寝台計算機３０について説明する。　
　図２は、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ａにおける寝台３ａが有す
る寝台計算機３０の一例を示す図である。
【００４４】
　寝台計算機３０は、処理部３００、記憶部３０１、入力部３０２、表示部３０３、及び
通信部３０４を有する。
【００４５】
　処理部３００は、寝台計算機３０の動作全般に係る各種の制御を実行する。すなわち処
理部３００は、記憶部３０１に記憶された所定のプログラムを読み出すことにより、所定
の制御を実行する。
【００４６】
　記憶部３０１は、通信部３０４を経由して得られる検査情報（本体計算機２におけるに
記憶部２１に記憶されている）や寝台計算機３０の動作全般／処理手順等を記述している
各種のプログラム等を記憶する。
【００４７】
　入力部３０２は、例えば、スイッチボタン、マウス、キーボード等のユーザインターフ
ェースを介して、医師等の操作者の命令を受け付ける。当該命令は、処理部３００に転送
される。処理部３００は当該命令に応じて、所定の制御や演算を実行する。
【００４８】
　表示部３０３は、グラフィカルユーザインターフェース（Ｇｒａｐｈｉｃａｌ　Ｕｓｅ
ｒ　Ｉｎｔｅｒｆａｃｅ：ＧＵＩ）の画面を表示する。表示部３０３は、例えばＣＲＴデ
ィスプレイ、液晶ディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ及びプラズマディスプレイ等の表
示デバイスとして実施される。当該表示デバイスは、処理部３００による所定の制御に応
答して、例えば、通信部３０４を経由して得られ記憶部３０１に記憶されている検査情報
を、ＧＵＩの画面上に表示する。
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【００４９】
　通信部３０４は、本体計算機２における通信部２５と無線通信を行う。通信部２５と通
信部３０４とは、ともに電波を送信する機能と相手からの電波を受信する機能を有する。
すなわち、通信部２５と通信部３０４とは、本体計算機２における記憶部２１に記憶され
る情報と、記憶部３０１に記憶される情報との交換をする。なお、架台４ａの設置される
撮像室は、所定の周波数帯チャネル以外の電磁波を遮蔽する防電磁性能を有する。したが
って、当該無線通信には例えば産業・科学・医学用の機器に使用が認められている所定の
周波数帯チャネル（遮蔽特性の範囲外：２ＧＨｚ以上、例えば２．４ＧＨｚ）を使用する
。これにより検査時に、通信部２５を含む本体計算機２が、例えば撮像室外の機械室に配
置され、通信部３０４を含む寝台３ａが撮像室内に配置された場合であっても、防電磁加
工の施されたシールド壁を貫いて（透過可能に）、検査情報の送受信をすることができる
。
【００５０】
　また通信部３０４は、例えば病院内に設置された病院情報システム（Ｈｏｓｐｉｔａｌ
　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＨＩＳ）と無線通信を行うように実施されて
もよい。かかる場合、寝台計算機３０は、病院情報システムに管理された検査情報等を取
得することができる。
【００５１】
　図３は、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ａにおける寝台３ａが架台
４ａと接続されている状態を上方から見た平面図であって、寝台３ａが有する表示部３０
３の位置を示す図である。なお、視認性を考慮し、天板３３を不図示としている。寝台計
算機３０における上述の各構成要素（例えば、表示部３０３等）は、図３に示すように寝
台３ａと架台４ａとが接続（ドッキング）されている状態において、架台４ａの中空領域
に位置しないことが好適である。したがって、上述の各構成要素は、寝台３ａの短手側面
の一方に位置する架台４ａとの不図示の接続機構と、離れた位置に配置される。ここで、
図３に示すように、当該接続機構の位置する短手側面の方向を前方、当該短手側面の反対
側の短手側面の方向を後方と呼ぶものとする。例えば表示部３０３は、図３に示すように
、載置部３２の長手側面上のできるだけ後方側に配置される。或いは、表示部３０３は、
載置部３２の後方の短手側面上に配置されてもよい。ただしこれらはあくまでも例示であ
り、この限りではない。
【００５２】
　以下、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ａを用いた磁気共鳴イメージ
ングにおいて、撮像室外にて寝台３ａに載置された被検者に対する事前準備を行う動作の
流れについて説明する。　
　図４は、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ａを用いた磁気共鳴イメー
ジングにおいて、撮像室外にて寝台３ａに載置された被検者に対する事前準備を行う動作
の流れ一例を示すフローチャートである。以下フローチャートにおける各ステップに沿っ
て説明を行う。
【００５３】
　（ステップＳ１－１）　
　医師等の操作者は、寝台計算機３０の入力部３０２を介して、これから検査を受ける被
検体に関する検査情報を要求する。更に寝台計算機３０の処理部３００は、当該要求信号
を、寝台計算機３０の通信部３０４から、無線通信を介して、本体計算機２に送信する（
ステップＳ１－２に進む）。
【００５４】
　（ステップＳ１－２）　
　本体計算機２の通信部２５は、寝台計算機３０の通信部３０４より送信された要求信号
を、無線通信を介して、受信する。本体計算機２の処理部２０は、当該要求信号の受信に
応答して、本体計算機２の記憶部２１に記憶されたこれから検査を受ける被検体に関する
情報（検査情報）を、本体計算機２の通信部２５から、無線通信を介して、寝台計算機３
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０に送信する（ステップＳ１－３に進む）。
【００５５】
　（ステップＳ１－３）　
　寝台計算機３０の通信部３０４は、本体計算機２の通信部２５より送信された検査情報
を、無線通信を介して、受信する。寝台計算機３０の処理部３００は、当該検査情報を寝
台計算機３０の表示部３０３に表示させる（ステップＳ１－４に進む）。　
　医師等の操作者は、寝台計算機３０の表示部３０３に表示された検査情報を参照しなが
ら、これから検査を行う被検体に関する適切な事前準備（ステップＳ１－４～６）を実行
する。なお、寝台計算機３０の表示部３０３に表示された検査情報は、文字で表示される
以外に、模式図や写真等を用いて表示されてもよい。
【００５６】
　（ステップＳ１－４）　
　医師等の操作者は、寝台計算機３０の表示部３０３に表示された、患者番号、性別、氏
名、生年月日等により、被検体の照合を行う（ステップＳ１－５に進む）。
【００５７】
　（ステップＳ１－５）　
　医師等の操作者は、寝台計算機３０の表示部３０３に表示された、挿入方向（ヘッドフ
ァースト、フィートファースト（又はフットファースト）等）、体位に従って、被検体を
寝台３ａの天板３３に載置する（ステップＳ１－６に進む）。
【００５８】
　（ステップＳ１－６）　
　医師等の操作者は、使用するＲＦ送受信コイル４２を、寝台計算機３０の表示部３０３
に表示された検査部位に従って、被検体に装着する（ステップＳ１－７に進む）。
【００５９】
　（ステップＳ１－７）　
　寝台計算機３０の表示部３０３に造影剤使用の予定が表示されていれば、医師等の操作
者は、被検体の腕を露出させる等の準備を行う。造影剤使用の予定が表示されていない場
合、本ステップはスキップされる。
【００６０】
　（効果）　
　第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ａによれば、以下の効果が奏される
。
【００６１】
　第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ａは、静磁場を発生する磁石と傾斜
磁場コイルとを有する架台４ａと、パルスシーケンスの制御を実行する処理回路（処理部
２０）が設けられた計算部（本体計算機２）と、架台４ａと着脱可能であり、被検体を載
置する寝台３ａと、計算部に設けられ、磁気共鳴イメージング撮像の事前準備に関する検
査情報を記憶する記憶回路（記憶部２１）と、計算部に設けられた第１の通信回路（通信
部２５）と、寝台３ａ（特に寝台計算機３０）に設けられ、第１の通信回路と無線通信を
行う第２の通信回路（通信部３０４）と、寝台３ａに設けられ、無線通信によって第２の
通信回路を介して受信された検査情報を表示する第１のモニター（表示部３０３）と、を
具備する。
【００６２】
　特に、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ａは、寝台３ａにおいて、本
体計算機２の記憶部２１に記憶された検査情報を表示可能な表示部３０３を有する寝台計
算機３０を備える。これにより、医師等の操作者は、撮像室外に載置された寝台３ａを用
いた場合であっても、被検体の挿入方向、体位、及び使用する受信コイル等の検査に応じ
た適切な設定（事前準備）をより効率的に行うことができる。
【００６３】
　また、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ａにおいて、本体計算機２の
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通信部２５と寝台計算機３０の通信部３０４とにおける無線通信には、例えば産業・科学
・医学用の機器に使用が認められている所定の周波数帯チャネル（２ＧＨｚ以上又は２．
４ＧＨｚ）を使用する。これにより検査時に、通信部２５を含む本体計算機２が、例えば
撮像室外の機械室に配置され、通信部３０４を含む寝台３ａが撮像室内に配置された場合
であっても、防電磁加工の施されたシールド壁を貫いて、検査情報の送受信をすることが
できる。
【００６４】
　［第２の実施形態］　
　図５は、第２の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｂの一例を示すブロック図
である。なお、以下の説明において、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１
ａと略同一の構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合
にのみ行う。
【００６５】
　磁気共鳴イメージング装置１ｂは、本体計算機２（計算部）と寝台３ｂと架台４ｂと増
幅回路５０と電源回路５１と寝台制御部５２とを有する。
【００６６】
　寝台３ｂは、架台４ｂと着脱且つ移動可能な寝台（ドッカブル寝台）である。寝台３ｂ
は、寝台計算機３０（情報処理ユニット）、載置部３２、天板３３、昇降機構３４、ベー
ス３５、及びキャスター３６を有する。更に、被検体に対して、生体信号センサ３１が使
用される。
【００６７】
　架台４ｂは、静磁場磁石４０、傾斜磁場コイル４１、ＲＦ送受信コイル４２、及び表示
部４４（第２のモニター）を有する。
【００６８】
　表示部４４は、例えば架台４ｂの外側の壁等に適宜配置される。表示部４４は、本体計
算機２におけるインターフェース部２２と接続されている。表示部４４は、記憶部２１に
記憶された情報等を表示する。なお、表示部２４と表示部４４とに同一の画面を表示して
もよいし、拡張画面として表示してもよい。また、表示部２４を表示部４４として実施さ
れてもよい。或いは、表示部４４に加えて、架台４ｂが不図示の、処理部、記憶部及び通
信部を有するように実施されてもよい。
【００６９】
　ここで、ある被検体に係る磁気共鳴イメージングの検査中に、例えば、次の被検体に関
する事前準備（撮像室外）の進捗（事前準備進捗情報）等を表示部４４にさせることで、
よりスムーズな検査の流れを実現することができる。
【００７０】
　続いて、寝台計算機３０について説明する。　
　図６は、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｂにおける寝台３ｂが有す
る寝台計算機３０の一例を示す図である。
【００７１】
　寝台計算機３０は、処理部３００、記憶部３０１、入力部３０２、表示部３０３、及び
通信部３０４を有する。また、寝台計算機３０に接続された生体信号センサ３１が被検体
に対して利用される。
【００７２】
　生体信号センサ３１は、被検体の生体信号（生データ）を取得する。生体信号とは心電
信号、脈波信号、呼吸信号等である。寝台計算機３０は、生体信号センサ３１と有線又は
無線にて接続される。第２の実施形態においては、生体信号が心電信号の場合を想定する
。かかる場合、生体信号センサ３１は被検体の体表面に張り付けられた複数の電極である
。寝台計算機３０の処理部３００は、寝台計算機３０の記憶部３０１に記憶された所定の
プログラムを読み出すことにより、生体信号センサ３１より取得された生体信号（生デー
タ）を情報処理し、寝台計算機３０の記憶部３０１に記憶させる。すなわち、寝台計算機
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３０の処理部３００は、生体信号センサ３１（電極）より検出された電極間電位差より被
検体の心電情報を生成し、寝台計算機３０の記憶部３０１に記憶させる。
【００７３】
　なお、寝台計算機３０の処理部３００に代えて、生体信号に係る情報処理を独立に行う
他の処理部又は処理装置を用いて実施されてもよい。
【００７４】
　寝台計算機３０の処理部３００は、被検体の心電情報より心拍数等の必要な二次的情報
を算出する。更に、寝台計算機３０の処理部３００は、寝台計算機３０の通信部３０４に
よる無線通信を介して、被検体の心周期情報を、本体計算機２に送信する。
【００７５】
　磁気共鳴イメージングを行うにあたり、被検体の心拍動に起因するアーティファクトの
抑制や、心周期の特定の時相の画像を得るために、被検体の心電信号に同期させた撮像を
行うことがある。例えば１度の撮像で得られるスライス枚数や、シネ撮像の時間分解能等
は被検体の心拍数に依存して増減する。第２の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置
１ｂにて、磁気共鳴イメージングの検査に先立って、次の被検体の心拍数が、本体計算機
システムに送信されることにより、事前に撮像プロトコルの最適化が可能となり検査効率
がより改善される。
【００７６】
　以下、第２の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｂを用いた磁気共鳴イメージ
ングにおいて、撮像室外にて寝台３ｂに載置された被検者に対する事前準備を行う動作の
流れについて説明する。　
　図７は、第２の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｂを用いた磁気共鳴イメー
ジングにおいて、撮像室外にて寝台３ｂに載置された被検者に対する事前準備を行う動作
の流れ一例を示すフローチャートである。以下フローチャートにおける各ステップに沿っ
て説明を行う。
【００７７】
　（ステップＳ２－１）　
　医師等の操作者Ａは、寝台計算機３０の入力部３０２を介して、これから検査を受ける
被検体に関する検査情報を要求する。更に寝台計算機３０の処理部３００は、当該要求信
号を、寝台計算機３０の通信部３０４から、無線通信を介して、本体計算機２に送信する
（ステップＳ２－２に進む）。
【００７８】
　（ステップＳ２－２）　
　本体計算機２の通信部２５は、寝台計算機３０の通信部３０４より送信された要求信号
を、無線通信を介して、受信する。本体計算機２の処理部２０は、当該要求信号の受信に
応答して、本体計算機２の記憶部２１に記憶されたこれから検査を受ける被検体に関する
情報（検査情報）を、本体計算機２の通信部２５から、無線通信を介して、寝台計算機３
０に送信する（ステップＳ２－３に進む）。
【００７９】
　（ステップＳ２－３）　
　寝台計算機３０の通信部３０４は、本体計算機２の通信部２５より送信された検査情報
を、無線通信を介して、受信する。寝台計算機３０の処理部３００は、当該検査情報を寝
台計算機３０の表示部３０３に表示させる（ステップＳ２－４に進む）。　
　医師等の操作者Ａは、寝台計算機３０の表示部３０３に表示された検査情報を参照しな
がら、これから検査を行う被検体に関する適切な事前準備（ステップＳ２－４～８）を実
行する。なお、寝台計算機３０の表示部３０３に表示された検査情報は、文字で表示され
る以外に、模式図や写真等を用いて表示されてもよい。
【００８０】
　（ステップＳ２－４）　
　医師等の操作者Ａは、寝台計算機３０の表示部３０３に表示された、患者番号、性別、
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氏名、生年月日等により、被検体の照合を行う（ステップＳ２－５に進む）。
【００８１】
　（ステップＳ２－５）　
　医師等の操作者Ａは、寝台計算機３０の表示部３０３に表示された、挿入方向（ヘッド
ファースト、フィートファースト（又はフットファースト）等）、体位に従って、被検体
を寝台３ａの天板３３に載置する（ステップＳ２－６に進む）。
【００８２】
　（ステップＳ２－６）　
　医師等の操作者Ａは、寝台計算機３０の表示部３０３に表示された、生体信号同期の情
報に従って、生体信号センサ３１を被検体に装着する。例えば、心電同期撮像が予定され
ている情報が表示されていれば、心電同期のセンサを被検体の胸部に装着する。（ステッ
プＳ２－７に進む）。
【００８３】
　（ステップＳ２－７）　
　医師等の操作者Ａは、使用するＲＦ送受信コイル４２を、寝台計算機３０の表示部３０
３に表示された検査部位に従って、被検体に装着する（ステップＳ２－８に進む）。
【００８４】
　（ステップＳ２－８）　
　寝台計算機３０の表示部３０３に造影剤使用の予定が表示されていれば、医師等の操作
者Ａは、被検体の腕を露出させる等の準備を行う。造影剤使用の予定が表示されていない
場合、本ステップはスキップされる。
【００８５】
　（ステップＳ２－９）　
　架台４ｂの表示部４４は、ステップＳ２－４～８等の進捗を表示する。撮像室内にて現
在進行中の磁気共鳴イメージングに係る検査に携わっている医師等の操作者Ｂは、表示部
４４を参照することで、次の被検体の事前準備の進捗状況を確認する。
【００８６】
　（変形例）　
　上述の通り、第２の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｂでは、生体信号セン
サ３１を用いて取得された生体情報を、架台４ｂに設置された表示部４４に表示させるこ
とができる。　
　しかしながら変形例として、架台４ｂが表示部４４を有さずに、生体信号センサ３１を
用いて取得された生体情報を、寝台計算機３０の表示部３０３に表示するように実施され
てもよい。　
　他の変形例として、被検体に対して生体信号センサ３１を利用せずに、検査日時、患者
番号（ＩＤ）、性別、氏名、生年月日、身長、体重、検査部位、挿入方向、体位、使用す
る受信コイル（ＲＦ送受信コイル４２）、受信コイルの装着位置、及び造影剤使用の有無
／種類等の検査情報を、架台４ｂに設置された表示部４４に表示するように実施されても
よい。
【００８７】
　また他の変形例として、ステップＳ２－９に関して、架台４ｂの表示部４４は、逐一進
捗を表示するのではなく、所定のトリガを契機として、進捗を表示するように実施されて
もよい。以下に例を示す。　
　例えば、医師等の操作者が事前準備完了時に、寝台計算機３０の入力部３０２（例えば
、完了ボタンの押下）を介して、当該事前準備を完了したことを入力する。当該完了に係
る入力信号は、無線通信を介され、寝台計算機３０に送信される。架台４ｂの表示部４４
は、当該事前準備が完了した旨を表示する。
【００８８】
　また他の変形例として、現在進行中の磁気共鳴イメージングに係る検査の進捗情報が、
無線通信を介して本体計算機２から寝台計算機３０に送信され、事前準備を実行中の医師
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等の操作者Ａが表示部３０３を参照することで、磁気共鳴イメージングに係る検査の進捗
（撮像進捗情報）を確認できるように実施されてもよい。
【００８９】
　（効果）　
　第２の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｂによれば、以下の効果が奏される
。
【００９０】
　第２の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｂは、静磁場を発生する磁石と傾斜
磁場コイルとを有する架台４ｂと、パルスシーケンスの制御を実行する処理回路（処理部
２０）が設けられた計算部（本体計算機２）と、架台４ｂと着脱可能であり、被検体を載
置する寝台３ｂと、計算部に設けられ、磁気共鳴イメージング撮像の事前準備に関する検
査情報を記憶する記憶回路（記憶部２１）と、計算部に設けられた第１の通信回路（通信
部２５）と、寝台３ｂ（特に寝台計算機３０）に設けられ、第１の通信回路と無線通信を
行う第２の通信回路（通信部３０４）と、寝台３ｂに設けられ、無線通信によって第２の
通信回路を介して受信された検査情報を表示する第１のモニター（表示部３０３）と、生
体情報を寝台３ｂの天板３３に載置された被検体より取得する生体情報取得回路（生体信
号センサ３１）と、架台４ｂに設けられ、無線通信によって第１の通信回路を介して受信
された被検体の生体情報及び事前準備進捗情報のうち少なくとも一方を表示する第２のモ
ニター（表示部４４）と、を具備する。
【００９１】
　特に、第２の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｂは、架台４ｂにおいて、表
示部４４を有する。これにより、ある被検体に係る磁気共鳴イメージングの検査中に次の
被検体に関する事前準備（撮像室外）の進捗等を表示部４４にさせることで、よりスムー
ズな検査の流れを実現することができる。
【００９２】
　また、第２の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｂにおいて、寝台計算機３０
に接続された生体信号センサ３１が被検体に対して利用される。これにより、磁気共鳴イ
メージングの検査に先立って次の被検体の心拍数を本体計算機２に送信し、事前に撮像プ
ロトコルを最適化して、検査効率をより改善することができる。　
　なお、従来技術に係る磁気共鳴イメージング装置においては、撮像室内において撮像プ
ロトコルの最適化を行うため、第２の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｂに比
して多くの時間を要するものとなる。
【００９３】
　［第３の実施形態］　
　図８は、第３の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｃの一例を示すブロック図
である。なお、以下の説明において、第１の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１
ａ又は第２の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｂと略同一の構成を有する構成
要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行う。
【００９４】
　磁気共鳴イメージング装置１ｃは、本体計算機２（計算部）と寝台３ｃと架台４ａと増
幅回路５０と電源回路５１と寝台制御部５２とを有する。
【００９５】
　寝台３ｃは、寝台計算機３０（情報処理ユニット）、載置部３２、天板３３、昇降機構
３４、ベース３５、キャスター３６、及び投光器３７を有する。
【００９６】
　架台４ａは、静磁場磁石４０、傾斜磁場コイル４１、及びＲＦ送受信コイル４２を有す
る。
【００９７】
　続いて、投光器３７について説明する。　
　磁気共鳴イメージングを行うにあたり、往々にして、レーザ等による被検体に対する撮
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像断面の位置決めが予め行われる。第３の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｃ
は、寝台３ｃに投光器３７を備えていることにより、当該位置決めを、撮像室外の事前準
備の一環として行うことができる。
【００９８】
　特に、投光器３７の照射光の中心と撮像空間の中心との距離は、予め定められた固定距
離となっているため、決定された配置位置での被検体の撮像中心予定位置と、磁気共鳴イ
メージング装置１ｃの撮像空間の中心との距離は、当該固定距離と等しくなる。その固定
距離だけ天板３３を移動させることで、確実に被検体の撮像中心を撮像空間の中心に設定
できる。
【００９９】
　以下、第３の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｃを用いた磁気共鳴イメージ
ングにおいて、撮像室外にて寝台３ｃに載置された被検者に対する事前準備を行う動作の
流れについて説明する。　
　図９は、第３の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｃを用いた磁気共鳴イメー
ジングにおいて、撮像室外にて寝台３ｃに載置された被検者に対する事前準備を行う動作
の流れ一例を示すフローチャートである。以下フローチャートにおける各ステップに沿っ
て説明を行う。
【０１００】
　（ステップＳ３－１）　
　医師等の操作者は、寝台計算機３０の入力部３０２を介して、これから検査を受ける被
検体に関する検査情報を要求する。更に寝台計算機３０の処理部３００は、当該要求信号
を、寝台計算機３０の通信部３０４から、無線通信を介して、本体計算機２に送信する（
ステップＳ３－２に進む）。
【０１０１】
　（ステップＳ３－２）　
　本体計算機２の通信部２５は、寝台計算機３０の通信部３０４より送信された要求信号
を、無線通信を介して、受信する。本体計算機２の処理部２０は、当該要求信号の受信に
応答して、本体計算機２の記憶部２１に記憶されたこれから検査を受ける被検体に関する
情報（検査情報）を、本体計算機２の通信部２５から、無線通信を介して、寝台計算機３
０に送信する（ステップＳ３－３に進む）。
【０１０２】
　（ステップＳ３－３）　
　寝台計算機３０の通信部３０４は、本体計算機２の通信部２５より送信された検査情報
を、無線通信を介して、受信する。寝台計算機３０の処理部３００は、当該検査情報を寝
台計算機３０の表示部３０３に表示させる（ステップＳ３－４に進む）。　
　医師等の操作者は、寝台計算機３０の表示部３０３に表示された検査情報を参照しなが
ら、これから検査を行う被検体に関する適切な事前準備（ステップＳ３－４～８）を実行
する。なお、寝台計算機３０の表示部３０３に表示された検査情報は、文字で表示される
以外に、模式図や写真等を用いて表示されてもよい。
【０１０３】
　（ステップＳ３－４）　
　医師等の操作者は、寝台計算機３０の表示部３０３に表示された、患者番号、性別、氏
名、生年月日等により、被検体の照合を行う（ステップＳ３－５に進む）。
【０１０４】
　（ステップＳ３－５）　
　医師等の操作者は、投光器３７から照射される光を参照し、当該光軸の中心と被検体の
撮像中心とが一致するように、被検体とＲＦ送受信コイル４２の位置を決定する（ステッ
プＳ３－６に進む）。
【０１０５】
　（ステップＳ３－６）　



(15) JP 6611484 B2 2019.11.27

10

20

30

40

50

　医師等の操作者は、寝台計算機３０の表示部３０３に表示された挿入方向（ヘッドファ
ースト、フィートファースト（又はフットファースト）等）と体位、及び投光器３７の光
軸中心に従って、被検体を寝台３ａの天板３３に載置する（ステップＳ３－７に進む）。
【０１０６】
　（ステップＳ３－７）　
　医師等の操作者は、使用するＲＦ送受信コイル４２を、寝台計算機３０の表示部３０３
に表示された検査部位、及び投光器３７の光軸中心に従って、被検体に装着する（ステッ
プＳ３－８に進む）。
【０１０７】
　（ステップＳ３－８）　
　寝台計算機３０の表示部３０３に造影剤使用の予定が表示されていれば、医師等の操作
者Ａは、被検体の腕を露出させる等の準備を行う。造影剤使用の予定が表示されていない
場合、本ステップはスキップされる。
【０１０８】
　（効果）　
　第３の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｃによれば、以下の効果が奏される
。
【０１０９】
　第３の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｃは、静磁場を発生する磁石と傾斜
磁場コイルとを有する架台４ａと、パルスシーケンスの制御を実行する処理回路（処理部
２０）が設けられた計算部（本体計算機２）と、架台４ａと着脱可能であり、被検体を載
置する寝台３ｃと、計算部に設けられ、磁気共鳴イメージング撮像の事前準備に関する検
査情報を記憶する記憶回路（記憶部２１）と、計算部に設けられた第１の通信回路（通信
部２５）と、寝台３ｃ（特に寝台計算機３０）に設けられ、第１の通信回路と無線通信を
行う第２の通信回路（通信部３０４）と、寝台３ｃに設けられ、無線通信によって第２の
通信回路を介して受信された検査情報を表示する第１のモニター（表示部３０３）と、寝
台３ｃに設けられた投光器３７と、を具備する。
【０１１０】
　特に、第３の実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置１ｃは、寝台３ｃにおいて、磁
気共鳴イメージングを行うにあたり、被検体に対する撮像断面の位置決めが行うための投
光器３７を備えている。これにより、当該位置決めを、撮像室外における事前準備の一環
として行うことができ、より効率的な検査の流れを実現することができる。
【０１１１】
　上述の各実施形態における構成部（例えば、処理部２０、処理部３００等）は、主とし
て、回路（ｃｉｒｃｕｉｔ）、回路類（ｃｉｒｃｕｉｔｒｙ）、プロセッサ（Ｐｒｏｃｅ
ｓｓｏｒ）、及びメモリ（Ｍｅｍｏｒｙ）等を少なくとも適当に組み合わせることによっ
て実現される。
【０１１２】
　またプロセッサとは、例えばＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉ
ｔ）、ＧＰＵ（Ｇｒａｐｈｉｃｓ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）、或いは、特定用
途向け集積回路（Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　
Ｃｉｒｃｕｉｔ：ＡＳＩＣ）、プログラマブル論理デバイス（例えば、単純プログラマブ
ル論理デバイス（Ｓｉｍｐｌｅ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ
：ＳＰＬＤ）、複合プログラマブル論理デバイス（Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａ
ｂｌｅ　Ｌｏｇｉｃ　Ｄｅｖｉｃｅ：ＣＬＰＤ）、及びフィールドプログラマブルゲート
アレイ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙ：ＦＰＧＡ））
等の回路を意味する。プロセッサは、記憶回路（例えば、記憶部２１、記憶部３０１）に
保存されたプログラムを読み出し、実行することで、機能を実現する。なお、記憶回路（
例えば、記憶部２１、記憶部３０１）にプログラムを保存する代わりに、プロセッサの回
路内にプログラムを直接組み込むよう構成されても構わない。この場合、プロセッサは回
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形態の各プロセッサは、プロセッサごとに単一の回路として構成される場合に限らず、複
数の独立した回路を組み合わせて一のプロセッサとして構成し、その機能を実現するよう
にしてもよい。さらに、複数の構成要素を一のプロセッサへ統合してその機能を実現する
ようにしてもよい。
【０１１３】
　（効果）　
　実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置によれば、以下の効果が奏される。
【０１１４】
　実施形態に係る磁気共鳴イメージング装置は、静磁場を発生する磁石と傾斜磁場コイル
とを有する架台と、パルスシーケンスの制御を実行する処理回路が設けられた計算部と、
架台と着脱可能であり、被検体を載置する寝台と、計算部に設けられ、磁気共鳴イメージ
ング撮像の事前準備に関する検査情報を記憶する記憶回路と、計算部に設けられた第１の
通信回路と、寝台に設けられ、第１の通信回路と無線通信を行う第２の通信回路と、寝台
に設けられ、無線通信によって第２の通信回路を介して受信された検査情報を表示する第
１のモニターと、を具備する。
【０１１５】
　これにより、医師等の操作者は、撮像室外に載置された寝台を用いた場合であっても、
被検体の挿入方向、体位、及び使用する受信コイル等の検査に応じた適切な設定（事前準
備）をより効率的に行うことができる。
【０１１６】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
ものである。
【符号の説明】
【０１１７】
１ａ、１ｂ、１ｃ…磁気共鳴イメージング装置、２…本体計算機、２０…処理部、２１…
記憶部、２２…インターフェース部、２３…入力部、２４…表示部、２５…通信部、３ａ
、３ｂ、３ｃ…寝台、３０…寝台計算機、３００…処理部、３０１…記憶部、３０２…入
力部、３０３…表示部、３０４…通信部、３１…生体信号センサ、３２…載置部、３３…
天板、３４…昇降機構、３５…ベース、３６…キャスター、３７…投光器、４ａ、４ｂ…
架台、４０…静磁場磁石、４１…傾斜磁場コイル、４２…ＲＦ送受信コイル、４４…表示
部、５０…増幅回路、５１…電源回路、５２…寝台制御部。
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